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学
会
議
報

O
平
成
十
六
年
度
中
思
文
化
学
会
大
会
六
月
二
十
六
日
(
土
)

於

上

智

大

学

(
研
究
発
表
〕

一
、
『
田
舎
荘
子
』
と
成
玄
英筑

波

大

学

大

学

続

貝

田

章

子

一
、
社
牧
の
「
清
明
」
詩
に
因
む
「
杏
花
村
」
の
一
舟
形
成

東

京

都

立

大

学

大

学

続

小

林

桂

組

一
、
現
代
中
国
語
に
お
け
る
動
量
詞
「
度
」
に
つ
い
て

慶

態

義

塾

大

学

非

常

勤

講

師

浅

野

雅

縮

、
顧
炎
武
に
と
っ
て
の
吉
音
研
究

l
lー
そ
の
動
機
・
意
義
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
1

1

文
教
大
学

渡
進

、
韓
愈
の
「
鱗
魚
文
」
に
つ
い
て

京
都
教
育
大
学

谷
口

、
陶
淵
明
と
南
朝
民
歌

の
題
名
と
の
関
連
を
中
心
に

i
i
i

文

教

大

学

勝
沼
!コ

〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕

大

漢
学
に
お
け
る
日
本
近
代
へ
の
経
路

i
i
j自
己
像
の
定
立
、
他
者
像
の
形
成

弓

会

者

文

教

大

学

白

井

発
一
一
一
記
者
筑
波
大
学
大
塚

大

妻

女

子

大

学

高

橋

二

松

学

舎

大

学

佐

藤

氏

〔
総
会
〕

一
、
開
会
の
辞

二
、
議
長
選
出

一
一
一
、
会
長
挨
拶

四
、
諸
報
告

(
I
〕
総
務
委
員
会

(
2
)
企
欝
委
員
会

(
3
)
編
集
委
員
会

(
4
)
 

氏氏氏氏氏

(
2〉

(
3
)
 

大
塚
委
員

大
塚
委
員

ツ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
向
鳴
会
長

大
上
副
会
長

加
題
理

郎
氏
を
議
長
に
選
出

。コ
辞

一秀啓
樹均明介

氏氏氏氏

大
上
副
会
長

向
純
明
会
長

(44) 

小
松
委
員

白
井
委
員

安
藤
委
員

大
塚
委
員



例
会

O
平
成
十
六
年
五
月
八
日
(
土
)

於
筑
波
大
学
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス

い
わ
ゆ
る
〈
号
弘
1
0
0
七
三
お
文
一
に
つ
い
て

文
教
大
学
非
常
勤
講
師

、
梁
政
官
超
の
北
碑
論

太
田
恵
潔
子

筑
波
大
学

菅
野

智
i拘

。
平
成
十
六
年
九
月

自
(
土
)

於
筑
波
大
学
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス

一、

mw
年
代
中
鼠
映
商
状
況
を
振
り
返
る

i

「
紀
実
」
と
「
若
手
」
監
督
作
品
を
中
心
に
し
て
j

文

教

大

学

非

常

勤

講

師

舘

け

さ

み

一
、
東
南
方
一
一
一
一
向
に
お
け
る
受
益
か
ら
処
讃
へ
の
文
法
化

筑
波
大
学
佐
々
木
勲
人

O
平
成
十
六
年
十
二
月
西
日
(
土
)於

筑
波
大
学
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス

一
、
民
間
一
元
年
新
劇
同
士
会
の
演
劇
活
動
i
i
i
i
春
榔
劇
場
に
至
る
ま

で

の
水
女
子
大
学
大
学
院

の
か
制
一
が
と
ρ

杷
M
H

と奥
羽
大
学

氏

鈴
木

氏

M ん，

虫、命

日妻

持
曹、

氏

。
平
成
十
七
年
一
…

氏

、
口苛

日
(
土
)

於
筑
波
大
学
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス

を
ど
の
よ
う
に
研
究
し
た
ら
よ
い
の
か
?

筑

波

大

学

小

松

建

男

氏

一、

H

蔚
H

均
什
ゑ
念

J

F

?

氏

筑
波
大
学

安4

勲
寧

平
成
十
五
・
十
六
年
度
役
員

(45) 

氏

会

長
一
郎
会
長

理

事

氏

向
嶋
成
美

大
上
正
美

棺
原
茂
、
青
木
五
郎
、
上
田
武
、
大
久
保
隆
郎
、
甲
斐
勝

二
、
加
藤
輩
、
北
村
良
和
、
後
藤
秋
五
、
桜
田
芳
樹
、
高

木
重
俊
、
高
橋
明
郎
、
高
矯
均
、
谷
口
百
一
、
谷
口
真
由
実
、

田
部
井
文
雄
、
中
村
嘉
弘
、
沼
口
勝
、
間
嶋
潤
一
、
村
田

和
弘
、
望
月
虞
澄
、
吉
原
英
夫
、
劉
勲
寧
、
鷲
野
正
明



編
集
委
員
会

ふ
十

市
中

(
兼
任
)

小
松
建
男
(
常
伝
理
事
)
、
大
橋
賢

白
井
啓
介
(
常
任
理
事
)
、
佐
治
俊
彦
、
佐
藤
一
樹
、

高
橋
由
利
子
、
中
村
俊
也
、
堀
池
信
夫
、
増
野
弘
幸
、

松
本
議
、
渡
辺
雅
之

安
藤
信
蹟
(
常
任
海
事
)
、
河
川
修
一
一
一
、
加
藤
敏
、

間
内
利
治
、
坂
口
…
一
細
谷
美
代
子
、
松
村
茂
樹
、

大

塚

秀

明

、

佐

々

木

動

人

清
水
智
恵
、
伊
原
大
策

同
村
論
、
山

(46) 

勤

務

に

変

更

の

あ

っ

た

方

は

、

8
m
l∞
日
円
夜
城
県
つ
く

人
文
社
会
研
究
科

折、

夫

筑
i度

ぃ大
令 註ち

」二- /'""'、

γ 

宛
綱j



中
国
文
化
学
会
会
則

第
一
条
(
名
称
)
本
会
は
中
間
文
化
学
会
と
称
す
る
ο

第
二
条
(
目
的
〉
本
会
は
中
間
文
化
及
び
撰
文
学
の
研
究
と
そ
れ
に
恭
づ
く
教

育
へ
の
寄
予
を
も
っ
て
目
的
と
す
る
つ

第
…
:
条
(
事
業
)
十
併
合
は
以
下
の
諸
事
業
を
行
う
。

ア

太

会

年

二

問

。

イ

側

会

キ

数

問

。

ウ
会
報
吋
中
間
文
化
い
の
発
行
の
エ
会
員
名
簿
の
発
行
の

オ
そ
の
他
、
本
会
の
目
的
を
迷
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た

r払舟午
f
三、

ο

浸
寸
3油到海珂

締
則
条
(
会
員
)
本
会
は
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
持
す
る
個
人
、
法
人
、
間
体
の

会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

2

本
会
に
入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
、
会
員
一
名
の
推
薦
に
よ
り
理
事

会
の
本
認
を
経
て
会
員
と
な
る
ニ
と
が
で
き
る
の

3

会
員
は
第
三
条
に
い
う
議
事
業
仁
参
加
し
、
刊
行
物
の
頒
布
、
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
ま
た
、
役
員
選
挙
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
を
持

つ。

4

会
員
は
本
会
別
に
定
め
る
会
裂
を
納
め
な
け
れ
ば
十
な
ら
な
い
の

第
五
条
(
役
員
)
本
会
に
以
下
の
役
員
を
樟
く
。
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、

再
粧
を
妨
げ
な
い
ο

ア
会
長
一
名
。
会
授
は
総
会
で
選
出
さ
れ
る
。
会
長
は
会
を
代
表

し
、
会
務
を
統
べ
る
。

副
会
長
本
会
に
副
会
長
一
名
ま
た
は
二
名
を
殻
〈
こ
と
が
で
き

る
。
副
会
長
は
理
事
会
の
議
を
経
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。
副
会
長

は
会
長
を
補
佐
し
、
会
一
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
行

す
る
。

理
事
十
五
名
。
理
事
は
総
会
で
選
出
す
る
。
会
長
は
理
事
会
が

必
要
と
認
め
た
場
合
、
総
会
で
選
出
さ
れ
た
線
事
以
外
に
理
事
若

干
名
を
委
幌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

常
務
理
事
若
干
名
。
常
務
理
事
は
理
事
の
中
か
ら
互
選
に
よ
り

選
出
す
る
。

イウコL

第
六
条
(
総
会
)
総
会
は
本
会
の
故
高
意
思
決
定
機
関
で
、
会
長
が
招
集
し
、

毎
年
一
間
開
催
さ
れ
る
均
一

第
七
条
(
理
事
会
)
理
事
会
は
会
長
が
招
集
し
、
会
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
。

第
八
条
(
常
務
刻
一
事
会
)
本
会
の
日
常
会
務
を
執
行
す
る
た
め
に
常
務
理
事
会

を
故
く
η

常
務
理
事
会
は
会
長
、
副
会
長
、
常
務
理
事
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

第
九
条
(
委
只
会
)
常
務
理
事
は
以
下
の
委
員
会
に
寂
し
も
会
務
を
分
担
す
る
。

ア

総

務

委

段

会

イ

企

画

委

員

会

ウ

編

集

委

員

会

エ

会

討

委

員

会

第
十
条
(
余
計
監
資
委
員
)
余
計
獄
査
委
員
は
毎
年
一
関
本
会
の
経
理
全
般
を

監
査
し
、
そ
の
結
果
を
総
会
に
報
告
す
る
の
会
計
監
査
委
員
は
理
事

以
外
の
会
員
の
中
か
ら
会
長
が
委
嘱
す
る
の

第
十
…
条
(
選
挙
管
理
委
員
)
選
挙
管
理
委
員
一
は
土
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
会
長

と
理
事
の
改
選
を
実
施
し
、
そ
の
事
務
を
取
り
扱
う
。

第
十
二
条
(
余
計
)
本
会
の
諸
事
業
に
要
す
る
経
費
は
会
員
の
納
入
す
る
年
会

費
及
び
寄
付
金
な
ど
で
賄
わ
れ
る
。

2

年
会
費
問
、

o
o
o
mけ
と
す
る
。

3

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
間
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一

日
を
も
っ
て
終
わ
る
。

第
十
三
条
へ
改
定
)
本
会
側
の
改
定
は
、
理
事
会
の
発
議
に
よ
り
、
総
会
出
席

者
の
過
半
数
の
同
意
を
得
て
行
、
っ
。

〔
村
別
〕

1

本
会
期
は
一
九
九
七
年
(
平
成
九
年
)
六
月
二
十
八
白
か
ら
大
塚

漢
文
学
会
会
期
に
代
っ
て
発
効
す
る
。

一一

0
0
一
年
(
平
成
十
一
一
一
年
)
六
月
二
十
三
日
改
正
。

本
会
の
事
務
所
を
当
分
の
関
筑
波
大
学
文
芸
言
語
学
系
中
国
文

学
研
究
室
に
置
く
会

(47) 

2 

{
了
解
〕
(
理
事
の
選
出
、
委
嘱
、
常
務
理
事
の
互
選
に
関
し
て
)

理
事
会
は
可
能
な
限
り
全
国
各
地
区
か
ら
選
出
の
理
事
を
含
め
て
構
成
し
、

意
務
理
事
会
は
実
務
担
当
に
復
宣
な
地
域
に
鹿
校
す
る
理
事
で
構
成
す
る
。



[中国文化j投稿規定

〈搭募資格など〉

1 I和国文化学会会員にi浪る。

2 応募原稿!土、未公開のものに IIJ~ る。ただし、口頭で発表'しこれを初めて論文にまとめ

たものは受理する Q

(原稿枚数など)

3 原稿!立校正11寺に力Ii壌を要しない完全原稿とするわ

4 i草稿枚数;立、本文・注・ i蕗l援などをあわせて、枚数を厳守する。原稿は論文について

は400字詰め30枚以内、研究ノートについては400字詰め20枚以内とする。 院も原稿用

紙 1 マスに 1 宇てを~又める。〈ワープ Iコ使用の場合、縦書きは26'f:X21行でお枚以内在

し、横書きは35学 X33行で11枚以内とするの)

5 関j坂を必要とする場合、占帯街積半ページ分を550:宇として換算する。関j加東稿はその

まま版下として使用できる鮮明なものとし、掲載希望の縦・横の寸法をi明ポする代表

についても、

(体裁・表記など〉

6 原稿は縦書:き・横書きのし吋xれで、もよい。

7 原稿は常用f黒字を原則とする。 1Ei漢字・簡{本学などを用いる場合は下記に設設する内

(1) '31用文など必要務所を正襖字:で表記する場合は、原稿挺出11寺において表が完

成されていること。(正漢字館所を必ずマーカーなどでマークすることJ
(2) 引用文など必要鰯売lrを簡体す"で表記する;場合も;刊に閉じっ

:3) とくにワープロ原稿の場合、 J:記のj廷に留意することが引用部分が手袋きにな

っても差し支えないろ

8 中詣詩のヨーマ字表記!土、 j英語訴者j:;案によるの担し、特殊な緩めで活用している!跨

有名詞や、本人が自分の名前に{定期している綴りについては、その佐用も認めるちま

た、自本語のローマ字表記{土、ヘボン式の使1・i守を i京 ~IJ とする。

〈原稿提出〉

9 締切日 2月末(厳守すること)

(2) 提出先:千305-8571 茨城県つくば市天王台 1汁ぺ

筑波大学文芸言語学系内(小松研究寒気付): I判羽文化学会

l3) 原稿は必ず書留により上記に郵送するものとし、 2月末日までの消1=1]のあるも

のを有効とする。

(4) 応募時に、原稿以外に模写コピー 2部を用意し、合わせて計 3部を慢出する。

(事故に備え、提出前にあらかじめ自家用のコピーを必ず作成しておくこと。)

〈審査)

10 採否については、編集委員会が委嘱した査読委員の報告を受けて、編集委員会で決定

し、 3月末段までに連絡するc

〈抜尉ほか〉

11 論文掲載者には、掲載誌3部および抜刷20部をl!哲議する。

(70) 
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